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告   示 

◎新潟県告示第１号 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第１項の規定により、廃棄物が地下にあ
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る土地の区域を次のとおり指定区域として指定する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

地域区域 埋立地の区分 
十日町市山谷 1432番２の一部、1432 番３の一部、

1432番４の一部、1432番５の一部 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭

和 46年政令第 300号）第 13 条の２第１号 
 

◎新潟県告示第２号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

よる指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定した。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

障害福祉 

サービスの種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

指定 

年月日 

就労継続支援A型 よつば 中魚沼郡津南町大字下

船渡丁7996番地２ 

特定非営利活動法人

フォーリーフ 

平成27年

５月１日 

居宅介護 アースサポート新発田 新発田市舟入町２丁目

３番37号 

アースサポート株式

会社 

平成27年

５月１日 重度訪問介護 

短期入所 ショートステイ サンクス

柿崎 

上越市柿崎区柿崎字あ

けぼの644番地８ 

社会福祉法人みんな

でいきる 

平成27年

６月１日 

居宅介護 ツクイ村上飯野 村上市飯野２丁目８番20

号 

株式会社ツクイ 平成27年

７月１日 

就労継続支援A型 りんらん 村上市山辺里895番地４ 合同会社アン・フル

ール 

平成27年

７月１日 

居宅介護 ヘルパーステーションとよ

うら 

新発田市荒町甲1611番

地51 

社会福祉法人愛宕福

祉会 

平成27年

８月１日 重度訪問介護 

共同生活援助（外部

サービス利用型） 

グループホーム松ぼっくり 十日町市松代5324番地

１ 

社会福祉法人松代福

祉会 

平成27年

９月１日 

短期入所 短期入所施設 上吉野愛

宕の園 

上越市大字上吉野1912

番地１ 

社会福祉法人上越あ

たご福祉会 

平成27年

９月１日 

短期入所 短期入所施設 大潟愛宕

の園 

上越市大潟区土底浜978

番地１ 

社会福祉法人上越あ

たご福祉会 

平成27年

９月１日 

短期入所 ふれあいの杜上越 上越市頸城区西福島945

番地１ 

株式会社ふれあいの

杜 

平成27年

９月１日 

就労継続支援A型 With You 柏崎市田塚１丁目３－26 株式会社With You 平成27年

９月14日 

 

◎新潟県告示第３号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定に

より指定障害福祉サービス事業者から次のとおり事業の廃止の届出があった。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

指定障害福祉サー

ビスの種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

廃止 

年月日 

居宅介護 株式会社リボーン 

能生ステーション 
糸魚川市大字能生2321番地 株式会社リボーン 

平成27年

５月１日 重度訪問介護 

共同生活援助（外部

サービス利用型） 

グループホーム松ぼっ

くり 
十日町市松代5324番地１ 

社会福祉法人東頸福祉

会 

平成27年

８月31日 

短期入所 
ショートステイうずら

はし 
五泉市橋田丙497番地２ 

社会福祉法人中東福祉

会 

平成27年

９月30日 
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居宅介護 株式会社とまと介護セ

ンター 

五泉市本町２丁目１番９号

小川ビル３階 

株式会社とまと介護セン

ター 

平成27年

９月30日 重度訪問介護 

短期入所 ホームオオルリ 妙高市長森1384－１ 
社会福祉法人上越福祉

会 

平成27年

９月30日 

生活介護 
コスモス活動所 阿賀野市中央町２－17－15 

特定非営利活動法人コ

スモス 

平成27年

９月30日 就労継続支援B型 

居宅介護 
妙高の里ヘルパーステ

ーション 
妙高市葎生531－１ 

社会福祉法人新井頸南

福祉会 

平成27年

10月１日 
重度訪問介護 

同行援護 

 

◎新潟県告示第４号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第47条の規定により指

定障害者支援施設から次のとおり指定を辞退する旨の届出があった。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

辞退した障害福祉 

サービスの種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

辞退 

年月日 

生活介護 障害者支援施設 魚沼

学園 

魚沼市十日町1403－１ 魚沼地区障害福祉

組合 

平成27年

３月31日 施設入所支援 

 

◎新潟県告示第５号 

新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例（平成15年新潟県条例第23号）第２条第３項の規定

により、産業立地促進地域を次のとおり指定した。 

なお、関係図面は、産業労働観光部産業立地課において縦覧に供する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

産業立地促進地域の名称 区    域 指 定 年 月 日 

本田上工業団地(第２期) 南蒲原郡田上町大字田上の一部 平成27年12月21日 

 

◎新潟県告示第６号 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である。 

平成28年１月５日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

新潟県村上市菅沼字石名澤 720から 722まで、724、728の２ 

２ 指定の目的 

    水源のかん養 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 次の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び村上市役所に備え置いて縦覧に供

する。） 

 

◎新潟県告示第７号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定により県営区画整理（ほ場整備「担い手育成型」）

事業に係る換地計画を定めたので、平成28年１月６日から平成28年２月３日まで関係書類を次のとおり縦覧に供
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する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

事業主体名 地区名  縦覧の書類  縦覧の場所 

新潟県 今泉 換地計画書の写し 魚沼市役所広神庁舎 

１ この換地計画について異議があるときは、この換地計画書の写しの縦覧期間満了の日の翌日から起算して15

日以内に、知事に異議申立てをすることができる。 

２ この換地計画について不服があったとしても、この換地計画についての取消しの訴えを提起することができ

ない。取消しの訴えを提起することができるのは、この換地計画についての異議申立てに対する決定に対して

のみである。 

 

◎新潟県告示第８号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定により県営区画整理（経営体育成基盤整備「農業

生産法人等育成型」）事業に係る換地計画を定めたので、平成28年１月６日から平成28年２月３日まで関係書類を

次のとおり縦覧に供する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

事業主体名 地区名  縦覧の書類  縦覧の場所 

新潟県 長松 換地計画書の写し 魚沼市役所広神庁舎 

１ この換地計画について異議があるときは、この換地計画書の写しの縦覧期間満了の日の翌日から起算して15

日以内に、知事に異議申立てをすることができる。 

２ この換地計画について不服があったとしても、この換地計画についての取消しの訴えを提起することができ

ない。取消しの訴えを提起することができるのは、この換地計画についての異議申立てに対する決定に対して

のみである。 

 

◎新潟県告示第９号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定により県営区画整理（ほ場整備「担い手育成型」）

事業に係る換地計画を定めたので、平成28年１月６日から平成28年２月３日まで関係書類を次のとおり縦覧に供

する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

事業主体名 地区名  縦覧の書類  縦覧の場所 

新潟県 満日 換地計画書の写し 新潟市秋葉区役所 

１ この換地計画について異議があるときは、この換地計画書の写しの縦覧期間満了の日の翌日から起算して15

日以内に、知事に異議申立てをすることができる。 

２ この換地計画について不服があったとしても、この換地計画についての取消しの訴えを提起することができ

ない。取消しの訴えを提起することができるのは、この換地計画についての異議申立てに対する決定に対して

のみである。 

 

◎新潟県告示第10号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の規定により計画を定めて実施した、次の県営土地改良事業の工事

が完了した。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

地区名 事業名 市町村名 完了年月日 

早川東側 
農業用用排水施設整備・農用地保全施設整備（中

山間地域総合農地防災）事業 
糸魚川市 平成 27年 12月 11日 

 

◎新潟県告示第11号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、鳥屋野大島土地区画
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整理組合理事長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（土地区画整理） 

２ 作業期間 平成25年11月11日から平成27年９月10日まで 

３ 作業地域 新潟市中央区鳥屋野字東割前、鳥屋野字中沼、大島字前割の各一部 

 

◎新潟県告示第12号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、西野中野山土地区画

整理組合代表清算人から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示す

る。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（土地区画整理） 

２ 作業期間 平成26年２月１日から平成26年12月１日まで 

３ 作業地域 新潟市東区西野字切添、同字中田、同字下田、中野山字大堀外、江南区西野字中田、同字下田の

各一部 

 

◎新潟県告示第13号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構 鉄道建設本部富山工事事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があっ

たので、同条第３項の規定により公示する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（空中写真測量） 

２ 作業期間 平成27年３月16日から平成27年12月３日まで 

３ 作業地域 糸魚川市 

 

◎新潟県告示第14号 

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 基本測量（地理識別子整備業務） 

２ 作業期間 平成27年８月24日から平成27年12月２日まで 

３ 作業地域 燕市 

 

◎新潟県告示第15号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 一般国道 

２ 路 線 名 351号 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

長岡市越路中沢字本途 770番から 

 

 

新 

 

14.0～19.0メートル 

 

132.3メートル 
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同市越路中沢字本途774番まで  

旧 

 

14.0～19.0メートル 

 

132.3メートル 

備考 路線の重用 

   全区間一般国道403号と重用 

 

 

 

１ 道路の種類 一般国道 

２ 路 線 名 403号 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

長岡市越路中沢字本途 770番から 

 

同市越路中沢字本途774番まで 

 

新 

 

14.0～19.0メートル 

 

132.3メートル 

 

旧 

 

14.0～19.0メートル 

 

132.3メートル 

備考 路線の重用 

  全区間一般国道351号と重用 

 

◎新潟県告示第16号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  一般国道 351号 

２ 供用開始の区間 

  長岡市越路中沢字本途770番から同市越路中沢字本途774番まで 

３ 供用開始の期日  平成28年１月５日 

 

◎新潟県告示第17号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 大荒戸越路線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

長岡市越路中沢字本途 726番から 

 

同市越路中沢字本途283番１まで 

 

新 

 

8.6～15.8メートル 

 

65.8メートル 

 

旧 

 

8.6～15.8メートル 

 

65.9メートル 

 

◎新潟県告示第18号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 
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なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   大荒戸越路線 

２ 供用開始の区間 

  長岡市越路中沢字本途726番から同市越路中沢字本途283番１まで 

３ 供用開始の期日  平成28年１月５日 

 

◎新潟県告示第19号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 渡部敦ヶ曽根線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

燕市渡部字下谷地 2844番８から 

 

同市真木山字下谷内588番まで 

 

新 

 

25.0～54.6メートル 

 

949.5メートル 

 

旧 

 

23.4～54.6メートル 

 

948.2メートル 

 

◎新潟県告示第20号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   渡部敦ヶ曽根線 

２ 供用開始の区間 

  燕市渡部字下谷地2844番８から同市真木山字下谷内588番まで 

３ 供用開始の期日  平成28年１月５日 

 

◎新潟県告示第21号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 大石原線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

魚沼市吉水字谷内 1909番１から 

 

 

新 

 

7.5～99.1メートル 

 

1,082.5メートル 
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同市原字倉下1255番１まで  

旧 

 

6.6～50.4メートル 

 

1,066.0メートル 

 

◎新潟県告示第22号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   大石原線 

２ 供用開始の区間 

  魚沼市吉水字谷内1909番１から同市原字倉下1255番１まで 

３ 供用開始の期日  平成28年１月５日 

 

◎新潟県告示第23号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 一般国道  

２ 路 線 名 291号 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

南魚沼市新堀新田字三国川原629番362から 

 

同市新堀新田字トヨ下481番３まで 

 

新 

 

13.7～35.0メートル 

 

 

286.7メートル 

 

 

旧 

 

13.8～35.0メートル 

 

 

286.7メートル 

 

 

◎新潟県告示第24号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県南魚沼地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  一般国道 291号 

２ 供用開始の区間 

  南魚沼市新堀新田字三国川原629番362から同市新堀新田字トヨ下481番３まで 

３ 供用開始の期日  平成28年１月５日 

 

◎新潟県告示第25号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第２項の規定により、都市計画の図書の写しを次のとおり縦覧に供

する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 都市計画の種類及び名称 

 種類 新潟都市計画地区計画（新潟市決定） 

 名称 越前浜地区地区計画 
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２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

公   告 

予算の公表について（公告） 

平成27年12月17日新潟県議会において議決された平成27年度新潟県一般会計補正予算、企業会計補正予算の要

領は、次のとおりである。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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平成28年１月５日(火) 新  潟  県  報 第１号 
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第１号 新  潟  県  報 平成28年１月５日(火) 
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平成28年１月５日(火) 新  潟  県  報 第１号 
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大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成28年１月５日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 ホームセンタームサシ村上店 

所在地 村上市大字仲間町386番地 

設置者 アークランドサカモト株式会社 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定による変更（駐車場の位置及び収容台数の変更及びその

他の変更）に関する届出 

公告日 平成27年８月14日 

３ 意見の概要 

(1) 村上市からの意見の概要 

・駐車需要の充足等交通に係る事項 

駐車場の位置及び収容台数、駐車場の自動車の出入口の数及び位置については、ともに指針に基づく需

要は充足されているものと認められる。なお、今後開発等により現状に変更が生じる場合は、水路管理者

等と協議が必要となる。 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業・地場産業振興課 

５ 縦覧期間 

平成28年１月５日から平成28年２月５日まで 

 

正   誤 

平成27年12月18日付け新潟県告示第1525号（交換分合計画の縦覧）中 

ページ 行 誤 正 

２ 26 新潟市西蒲原区役所 新潟市西蒲区役所 
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